
責任共有制度対象 

「円高対応緊急枠（経済対策特別資金）」が 

さらに使いやすくなりました！ 
○拡充の内容                               

 

取扱期間：平成 22 年 12 月 17 日（金）から平成 23 年 3 月 31 日（木）まで

 
 
 
  

  
  
 
 

 融資限度額 が 2,000 万円 ⇒ 1 億円へ大幅 UP！ 

 運転資金に加え、新たに設備資金も対象になりました！ 

 長期資金の借入も可能になりました（運転：最長 7 年、設備：最

長 10 年）！  

 ○制度の特徴 

 

 

 

○対象となる方 

 

 

 

 

 固定金利のため、計画的な返済が可能です（融資利率：年 1.5%～年 1.8%）。 

 保証料率が通常に比べ、最大 0.19%お得です（保証料率：年 0.37%～年

1.74%）。 

 愛知県信用保証協会が取り扱い可能と判断した場合は、無担保保証限度額 を

1 億 2,000 万円まで拡大しています（通常 8,000 万円）。 

○対象となる方 

   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

円高の影響を直接的に又は間接的に受け（注 1）

 
 

 

、直近１か月(注 2)の売上高又は売上

高総利益額（以下、売上高等）が、前年同月又は２年前同月の売上高等に比べて減少

している（注 3）中小企業者 。    

（注１）輸出の減少など直接的な影響のほか、円高を背景とした販売実績や取引先からの受注の減少

などの間接的な影響も含みます。  

（注 2）直近１か月とは、申込日の属する月の 3か月前までの任意の 1か月とすることができます。 

（注 3）1円でも減少していれば、対象となります。 

詳しくは、こちらをご覧ください 

http://www.pref.aichi.jp/kinyu/ 



 

＜「円高対応緊急枠（経済対策特別資金）」＞   下線が今回改正箇所 

円高による輸出の減少などの直接的な影響のほか、円高を背景とした販売実

績や取引先からの受注の減少などの間接的な影響により、直近 1か月（※）

の売上高融 資 対 象 者 又は売上高総利益額（以下、「売上高等」という。）が、前年同月又

は 2年前同月の売上高等に比べて減少している中小企業者。 

（※）直近１か月とは、申込日の属する月の 3か月前までの任意の 1か月をいう 

融 資 限 度 額 1 億円（既存の経済対策特別資金の 1億円とは別に設定） 

資 金 使 途 設備資金・運転資金 

設備・運転  3 年以内：年 1.5％ 

融資期間及び 設備・運転  5 年以内：年 1.6％ 

 

 

融 資 利 率 設備・運転  7 年以内：年 1.7％ 

設   備   10 年以内：年 1.8％ 

融資期間 3年及び 5年以内：原則 6か月 
据 置 期 間 

融資期間 7年及び 10 年以内：原則 1年 

担 保 
原則として要しない（愛知県信用保証協会<以下、「保証協会」という。>の

無担保保証限度額を超過する場合を除く）。 

保 証 人 原則として法人代表者以外の連帯保証は要しない。 

信 用 保 証 保証協会の信用保証を要する（一般保証を利用）。 

保 証 料 年 0.37％～1.74％ 

責任共有制度 対象 

無 担 保 保 証 

限 度 額 

無担保保証限度額は通常 8,000 万円。ただし、経済対策特別資金においては、

保証協会が取り扱い可能と判断した場合、1億 2,000 万円まで無担保で保証

が受けられます。 

申 込 先 県融資制度取扱金融機関の県内各店舗 

必要添付書類 経済対策特別資金【円高対応緊急枠】証明申請書（様式５の２） 

愛知県産業労働部中小企業金融課 融資グループ TEL：052-954-6333 
問い合わせ先 

愛知県信用保証協会 総合相談室  TEL：0120-454-754（信用保証について）


